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わたしのわたしの

見てある記見てある記

20.  8.  1

　

３
回
に
わ
た
っ
た
わ
が
市

の
税
収
構
造
と
現
状
課
題
に

つ
い
て
の
お
話
も
、
今
号
で
終

わ
り
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

個
人
市
民
税
に
強
く
依
拠

し
た
財
政
運
営
に
限
界
と
陰

り
が
見
え
て
い
る
こ
と
は
お

話
し
ま
し
た
が
、「
ま
ち
の
に

ぎ
わ
い
や
税
収
ア
ッ
プ
・
雇
用

の
創
出
や
防
災
拠
点
と
し
て

大
き
な
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
」
と

の
判
断
の
下
に
、
南
沢
五
丁
目

の
私
企
業
が
所
有
す
る
５
万

５
０
０
０
平
方
㍍
の
大
規
模

遊
休
地
に
、
大
型
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
セ
ン
タ
ー
を
誘
導
す
る
計

画
を
進
め
て
い
ま
す
。
既
に
都

市
計
画
審
議
会
で
の
十
分
な

ご
審
議
を
経
て
、
都
市
計
画
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
の
一
部
改
定

を
議
決
頂
き
、
事
業
者
側
は
東

京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に

基
づ
き
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト

の
手
続
き
に
入
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
計
画
は
今
後
の
市
政

運
営
、
と
り
わ
け
財
政
構
造
の

改
革
に
大
き
な
役
割
を
果
た

し
ま
す
。
当
然
地
元
商
店
に
影

響
も
あ
る
と
考
え
ま
す
。
消
費

者
の
厳
し
い
選
択
に
応
え
る

自
助
努
力
や
経
営
努
力
は
必

要
で
す
。
し
か
し
地
元
商
店
の

皆
様
は
、
こ
れ
ま
で
物
を
売
っ

て
き
た
だ
け
で
な
く
大
き
な

信
用
を
築
い
て
き
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
基
礎
に
、

よ
り
一
層
活
発
な
商
業
活
動

を
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
補

助
制
度
も
創
設
し
て
い
ま
す
。

今
後
と
も
地
域
に
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
商
店
街
の
支
援

も
行
い
な
が
ら
、
市
の
活
性
化

を
推
進
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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①　

歳
〜　

歳
の
被
保
険
者

７０

７４

で
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

　

申
請
に
よ
り
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
交

付
が
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
「
認
定
証
」
を
保
険
医
療

機
関
等
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、

入
院
時
に
支
払
う
自
己
負
担
限
度

額
と
食
事
代
等
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

長
寿
医
療
制
度
（
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
）
の
保
険
料
の
軽
減
策

が
追
加
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
す
で
に
保
険
料
額
決
定
通
知

書
は
、
7
月　

日
に
発
送
し
て
い

15

ま
す
が
、
同
通
知
書
に
は
追
加
さ

れ
た
軽
減
策
が
計
算
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

こ
の
軽
減
策
に
該
当
す
る
方
に

は
、
変
更
通
知
書
を
発
送
す
る
予

定
で
す
。

「
均
等
割
額
」の
軽
減
策

　

こ
れ
ま
で
均
等
割
額
が
7
割
軽

減
に
該
当
し
て
い
た
方
は
、
8
割

5
分
軽
減
に
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

※
今
回
の
保
険
料
額
決
定
通
知

　

以
前
広
報
紙
で
お
知
ら
せ
し
ま

し
た
よ
う
に
、
世
帯
内
の
国
民
健

康
保
険
（
国
保
）
の
被
保
険
者
全

員
が
、
世
帯
主
も
含
め
て
全
員　
65

歳
〜　

歳
で
あ
る
世
帯
の
世
帯
主

74

を
対
象
に
、　

月
か
ら
原
則
年
金

10

か
ら
の
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
を

実
施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

対
象
と
な
っ
て
い
る
方
で
、
次

の
い
ず
れ
の
要
件
も
満
た
す
場
合

は
、
申
出
書
等
の
提
出
に
よ
り
、

納
付
方
法
の
変
更
（
口
座
振
替
に

よ
る
普
通
徴
収
へ
の
変
更
）
が
で

き
ま
す
。

　

①
こ
れ
ま
で
、
国
保
税
を
滞
納

す
る
こ
と
な
く
納
め
て
い
た
だ
い

て
い
る
方
②
こ
れ
か
ら
の
国
保
税

を
、
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
だ

　

都
営
住
宅
の
入
居
者
を
次
の
通

り
募
集
し
ま
す
。
申
込
資
格
等
詳

細
は
募
集
案
内
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
【
募
集
種
別
】
①
家
族
向
（
ポ
イ

ン
ト
方
式
）
②
単
身
者
向
・
単
身

者
用
車
い
す
使
用
者
向
・
シ
ル
バ

　

中
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
は
、

中
学
校
卒
業
程
度
の
学
力
が
あ
る

か
ど
う
か
を
認
定
す
る
た
め
、
文

部
科
学
省
が
実
施
し
ま
す
。
合
格

し
た
方
に
は
高
等
学
校
の
入
学
資

格
が
与
え
ら
れ
ま
す
。

　
【
対
象
】病
気
な
ど
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
り
、

保
護
者
が
義
務
教

育
諸
学
校
に
就
学

さ
せ
る
義
務
を
猶

予
ま
た
は
免
除
さ

れ
た
方
等

　
【
願
書
受
け
付
け
期
間
】８
月　
２２

日
（
金
）
〜
９
月
９
日
（
火
）

書
の
中
で
、「
年
間
保
険
料
額
」
が

「
1
万
1
3
0
0
円
」
と
な
っ
て

い
る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

「
所
得
割
額
」の
軽
減
策

　

年
金
収
入
2
1
1
万
円
ま
で
の

方
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
所
得

割
額
を　

㌫
軽
減
し
ま
す
。
ま
た
、

50

東
京
都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連

合
で
は
、
国
の
決
定
に
先
立
ち
、

都
独
自
に
所
得
割
額
の
軽
減
措
置

を
行
っ
て
い
ま
す
。
国
の
軽
減
策

が
追
加
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
変
更

点
は
下
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
保
険
年
金
課
高
齢
者

医
療
係�
4
7
0
・
7
8
4
6
へ
。

け
る
方

　

申
し
出
い
た
だ
い
た
後
、
速
や

か
に
年
金
か
ら
の
天
引
き
を
中
止

す
る
手
続
き
を
行
い
ま
す
。
た
だ

し
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り
、
最

も
近
い
年
金
か
ら
の
中
止
が
間
に

合
わ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
場
合
は
、
次
の
年
金
天
引
き
か

ら
中
止
し
ま
す
の
で
、
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

　

申
し
出
方
法
等
、
詳
し
く
は
保

険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
係�
4

7
0
・
7
7
3
3
へ
。

②　

歳
未
満
の
被
保
険
者

７０
の
方
が
入
院
し
た
場
合

　

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用
認

定
書
」
の
交
付
を
受
け
提
示
す
る

こ
と
に
よ
り
、
医
療
費
の
負
担
が

自
己
負
担
限
度
額
の
範
囲
内
に
軽

減
さ
れ
ま
す
。

　

①
②
の
「
認
定
証
」
は
、
収
入

状
況
に
よ
っ
て
変
更
が
生
じ
る
こ

と
か
ら
、
毎
年
８
月
１
日
を
基
準

に
更
新
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

長
期
入
院
の
場
合

　

過
去　

カ
月
の
入
院
日
数
が　

12

90

日
を
超
え
る
非
課
税
世
帯
の
方
は
、

さ
ら
に
食
事
代
等
が
減
額
さ
れ
る

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
【
手
続
き
の
方
法
】
被
保
険
者
証
、

該
当
す
る
方
の
認
め
印
を
持
参
し
、

保
険
年
金
課
国
保
年
金
資
格
係

（
市
役
所
1
階
）
へ
申
請
し
て
く

だ
さ
い

　

※
申
請
月
の
初
日
か
ら
認
定
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。　

年
19

度
の
認
定
証
は
7
月　

日
で
有
効

31

期
限
が
切
れ
て
い
ま
す
の
で
、
継

続
し
て
入
院
中
の
方
は
8
月
末
日

ま
で
に
必
ず
手
続
き
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

詳
し
く
は
同
係�
4
7
0
・
7

7
3
2
へ
。

ー
ピ
ア
住
宅
③
事
業
再
建
者
向
定

期
使
用
住
宅

　
【
募
集
案
内
の
配
布
期
間
】
土

曜
・
日
曜
日
を
除
く
、
8
月
4
日

（
月
）
〜　

日
（
水
）

13

　

※
東
京
都
住
宅
供
給
公
社
募
集

セ
ン
タ
ー
、
東
京
観
光
情
報
セ
ン

タ
ー（
都
庁
第
一
庁
舎
1
階
北
側
）

で
は
、
8
月
9
日
（
土
）・　

日
10

（
日
）
の
午
前
9
時
半
〜
午
後
5

時
も
配
布
し
て
い
ま
す
。

　
【
募
集
案
内
の
配
布
場
所
】市
都

市
計
画
課
（
市
役
所
5
階
）、
上
の

原
・
滝
山
・
ひ
ば
り
が
丘
の
各
連

絡
所
（
①
②
の
み
）、
都
庁
、
都
内

市
区
役
所
、
町
村
役
場
、
同
公
社

募
集
セ
ン
タ
ー
、
同

公
社
の
各
窓
口
セ

ン
タ
ー

　

※
す
べ
て
の
申

込
書
は
、
同
公
社
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

入
手
で
き
ま
す
（
期

間
中
の
み
）。③
は
東

京
都
中
小
企
業
振

興
公
社
、
各
地
域
中

小
企
業
振
興
セ
ン

タ
ー
で
も
配
布
し

て
い
ま
す
。

　
【
申
し
込
み
締
切

日
等
】
8
月　

日
18

（
月
）
ま
で
に
（
必
着
）、
郵
送
で

　

①
②
に
つ
い
て
配
布
期
間
中
の

問
い
合
わ
せ
と
詳
し
く
は
、
同
公

社
募
集
セ
ン
タ
ー�
0
5
7
0
・

0
1
0
8
1
0
へ
。
配
布
期
間
前

の
問
い
合
わ
せ
お
よ
び
③
に
つ
い

◆東京都住宅供給公社ホームページアドレス
http://www.to-kousya.or.jp/

て
の
配
布
期
間
中
の
問
い
合
わ
せ

と
詳
し
く
は
、
同
公
社
募
集
セ
ン

タ
ー�
　

・
3
4
9
8
・
8
8
9

03

4
、
市
都
市
計
画
課�
4
7
0
・

7
7
6
2
へ
。

　
【
試
験
日
お
よ
び
合
格
発
表
】試

験
日
＝　

月
４
日
（
火
）
▽
合
格

１１

発
表
＝　

月　

日
（
予
定
）

１２

１２

　
【
試
験
科
目
】
国
語
・
社
会
・
数

学
・
理
科
・
外
国
語
（
英
語
）

　
【
試
験
会
場
】東
京
都
教
職
員
研

修
セ
ン
タ
ー
（
文
京
区
本
郷
１
ノ

３
ノ
３
）　

　

※
願
書
な
ど
受
験
案
内
は
、
都

教
育
庁
地
域
教
育
支
援
部
義
務
教

育
課
小
中
学
校
係
（
都
庁
第
二
本

庁
舎　

階
）
に
用
意
し
て
あ
り
ま

２７

す
。

　

詳
し
く
は
同
課�
　

・
５
３
２

０３

０
・
６
７
５
２
へ
。

長
寿
医
療
制
度

（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

新
た
な
保
険
料
の

　
　
　
　

軽
減
を
行
い
ま
す

国
民
健
康
保
険
情
報

年
金
か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）に
該
当
す
る
方
へ

　
　

国
民
健
康
保
険
税
の
納
付
方
法
が
変
更
で
き
ま
す

都都都都都都都都都都
営営営営営営営営営営
住住住住住住住住住住
宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅

都
営
住
宅

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

中
学
校
卒
業
程
度

　
　

認
定
試
験
を
実
施
し
ま
す

国
民
健
康
保
険
限
度
額
適
用
認
定
証
と

　

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
を
更
新
し
ま
す

表　（変更前）東京都独自の
　所得割額の軽減割合

（変更後）追加された所得割
　　額の軽減割合

��

所得割の
軽減割合

旧ただし書き所得
（総所得金額
－３３万円）

全額
１５万円

（年金のみの収入の
場合１６８万円）まで

７５％
２０万円

（年金のみの収入の
場合１７３万円）まで

５０％
４０万円

（年金のみの収入の
場合１９３万円）まで

２５％
５５万円

（年金のみの収入の
場合２０８万円）まで

所得割の
軽減割合

旧ただし書き所得
（総所得金額
－３３万円）

全額
１５万円

（年金のみの収入の
場合１６８万円）まで

７５％
２０万円

（年金のみの収入の
場合１７３万円）まで

５０％
５８万円

（年金のみの収入の
場合２１１万円）まで

� ��
� ���

� ���

国
民
年
金
保
険
料
の

収
納
業
務
は
民
間
委

託
を
し
て
い
ま
す

　

社
会
保
険
庁
で
は
、
市
場
化

テ
ス
ト
事
業
の
一
環
と
し
て
、

国
民
年
金
保
険
料
の
収
納
業
務

を
民
間
委
託
し
て
い
ま
す
。
市

内
で
、
国
民
年
金
保
険
料
が
未

納
と
な
っ
て
い
る
方
に
対
す
る

電
話
や
文
書
に
よ
る
納
付
督
励
、

ま
た
戸
別
訪
問
に
よ
る
納
付
督

励
お
よ
び
保
険
料
の
収
納
業
務

は
、
委
託
事
業
者
で
あ
る
株
式

会
社
も
し
も
し
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン

が
行
っ
て
い
ま
す
。

　

民
間
委
託
に
当
た
っ
て
委
託

事
業
者
に
は
、
納
付
督
励
に
必

要
と
な
る
国
民
年
金
保
険
料
の

未
納
情
報
を
提
供
し
て
い
ま
す

が
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す

る
法
律
や
独
自
の
取
扱
い
規
程
、

本
事
業
に
関
す
る
委
託
契
約
書

等
で
、
目
的
外
使
用
や
閲
覧
、

漏
え
い
、
複
写
等
を
禁
じ
る
な

ど
、
厳
格
な
安
全
管
理
措
置
を

講
じ
て
い
ま
す
。

　

も
し
も
し
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
の

担
当
者
が
保
険
料
を
お
預
か
り

し
て
収
納
す
る
場
合
に
は
、
す

で
に
社
会
保
険
庁
発
行
の
保
険

料
の
納
付
書

を
お
持
ち
の

場
合
に
限
ら

れ
て
い
ま
す
。

納
付
書
を
お

持
ち
で
な
い

方
か
ら
、
現
金
を
お
預
か
り
し

て
、
領
収
書
を
発
行
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。
実
施
期
間
は　

年
9

22

月　

日
ま
で
で
す
。
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支
払
方
法
に
よ
っ
て

お
得
に
な
り
ま
す

　

国
民
年
金
保
険
料
に
は
、
次

の
3
つ
の
お
得
な
支
払
方
法
が

あ
り
ま
す
。

①
口
座
振
替
で
の
前
納
を
利
用

　

1
年
度
分
・
半
年
分
の
保
険

料
の
ま
と
め
払
い
が
で
き
ま
す
。

1
年
度
分
の
前
納
で
は
3
6
2

0
円
の
割
り
引
き
、
半
年
分
の

前
納
で
は
9
8
0
円
の
割
り
引

き
と
な
り
ま
す
。
口
座
振
替
で

の
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、

「
国
民
年
金
口
座
振
替
納
付

（
変
更
）
申
出
書
」
を
、
預
金

口
座
の
あ
る
金
融
機
関
ま
た
は

最
寄
り
の
社
会
保
険
事
務
所
に

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

後
期
半
年
分
（　

年　

月
分
〜

20

10

　

年
3
月
分
）
の
前
納
を
希
望

21す
る
場
合
は
、
8
月
中
の
手
続

き
が
必
要
で
す
（
9
月
中
の
申

し
出
の
場
合
は
、
申
し
出
の
時

期
に
よ
り
口
座
振
替
が
間
に
合

わ
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
）。

②
現
金
払
い
で
の
前
納
を
利
用

　

1
年
度
分
の
前
納
で
は
3
0

7
0
円
の
割
り
引
き
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
任
意
の
月
分
（
既

に
経
過
し
た
月
を
除
く
）
か
ら

年
度
末
ま
で
の
保
険
料
の
ま
と

め
払
い
も
で
き
ま
す
（
ま
と
め

払
い
の
月
数
に
よ
り
割
引
額
が

変
わ
り
ま
す
）。

　

現
金
払
い
で
の
前
納
を
希
望

す
る
場
合
は
、
専
用
の
納
付
書

が
必
要
で
す
。
電
話
で
武
蔵
野

社
会
保
険
事
務
所�
0
4
2

2
・
5
6
・
1
4
1
1
へ
納
付

書
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

③
早
割
（
口
座
振
替
）
を
利
用

　

月
々
の
保
険
料
を
口
座
振
替

の
早
割
（
当
月
保
険
料
を
当
月

末
引
き
落
と
し
）
で
納
付
す
る

と
、
月
額　

円
の
割
り
引
き
と

50

な
り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
同
事
務
所
へ
。


